
第 2号様式(1)― (⊃

(単体発注 。事後碁査■ )

那覇港舌避細合一般競争入|と公告第 9号

地方 自治法 〔昭和22年法律第67号)第 234:条 第 1項の規定に麦り、 ^股競争入札 (以 下「入札Jと いう。 )

を次のとおり実施する。

令和6年 3月 5日

1 入本とに付する事項

那職港管理孝監合管理者 土城

(1) 業 務 名 那覇港現場技

'「

業務委託 (R61)

(2) 嬢   行   場   所 到:義港全域

(6' 業 務 内 容 引:覇港:こおとする■事の現場技術業務参託

(4) 覆   行   期   間 異和締結日の・ T日
(た だし、会ノ約日f)翌 目がnttF)休 日:こ 当たるとき:ま 、温令F)ホ ロのi可 日)分二・今和こ年9ジ帝0日 Fr

(5) 設 計 金 額 13,530,000円 (税込)

(f・ ) 資 格 審 査 方 法 事後審査型 ※本業奏 |ま 、競争参弗四食格の審査を人札執行後に行う。

(7) 最 低 舗1限 価 格

本人札案件は、最低希1限価格が設定さ胸′ているため、最低制限価格未満の入札者は
落札者となることができない。
※ 「最代制「Fく価格の算定に関する運用について重
(https://nahap()rt.、 ,こぅ/buSiness/ccntl・ act/)

(8) 適 用 す る 技 術 帝 単 価
令孝ョ6年 3月 設計業務
奏託等技術者単価

※木業務の予定価格はオ記ここ示す設計業務委託等技術者単価
を適用 して積算 してお り、入本と参力牌者は同半佃を適用 して見

積 りを行い入札すること.

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件 |ま 、右表の う

ち、Or層 を付 した制度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務賦、議会の議決に付―すべき契約及び財産の収得又は処分
に関する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後は仮契約を無結 と_´ 、議会の同意の議決を経
て逓知 したときに本契約 となる。

準倫手続き
(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 〔補正)予算成立を前提とした年度開

始 (予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に効ノ,
を生 じる事業である。従つて、議会において当初 (輔工)予算

案が否決 された場合難、契約を締ホltィ ない。また、次年度当初
停講正)予算成立後においても、畑庫文出金に係 る交付申請等

の手続きの関係 と1、 入札を延期する場合があるぅ

準備手続き
(交付決定前)

本手続きは、憂車支出金に係る予算使用を前提とした事竜を準備
手続きであり、交,浣定後に効力を生じる事業である。従つ

て、交付申詰等の手縦きの関係 と、入本とを妊朗する場合があ

る。

準機手続き

(繰繊承課講)

:本手続きは、議会における繰越本認を前提 とした事前準備手続
きであり、議会承認後に射力を生 じる事業である。従つて、議

会において本業務に係る予算の様越求認が否決さ濠,た場合ti、

入札を妊期又嫉中 Iにすることがある。また、予算の繰繊承認後
においても、圏灯文出金に係 る繰越 (翌憤)手続きの関係上、
入キとを延期する場合がある。

債務負担/1為業務
本業務は、償務負担行為に係る契約の特期の進用を受 Iう る業務
である。
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2 入札参デJ目 資驀

次とこ定める要件をすべて満たとンている有資格業新であることの

業
務
実

績

(1) 業 種 区 分 土木関係コンサルタン ト

那覇港管理組合の浪1量・建設コンすルタン ト等業登録業

者峯持において、オ記の登録を有するもの。
(2)

蝉婁・建設コンす
'レ

アント

等人札参加資格名簿華録年
電

令和4'5年度

(3) 登 録 業 T重

港湾及び空港   かつ

加工計直施工設備及び積算

(4) 地方 白治法施行令第 167条 の1の規定 |こ該当しない者であること。

(5) 人札目から当該姿証の藩札決定日表での間において、釧
`罰

港管理社合の捲峯停止措越を受主|ていないことっ

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開推のキ立てがなされている者又は民事再生法 |こ基づき再生手続き開始の申立

てがなさ意R,て いる帝 (手続き開始の決定後、人本と参力H査絡の再認定を受けている荷を除くっ)で ,ま ないことも

(7)
警察半局から、暴ブ」回員が実質的に経営を支配する建設業者又iま これに準ずるものとして、那覇港管理群含養

注工事等からの蓼

'除

要諮があり、当該状況が継続 している若でないことし

(3)

入礼に参加 しようとする者の問に以下の革準のいずれかに該当する司係がないこと.

なお、以 ドの関係がある>合に、辞選する者を汰めるために当事者間で連絡を駁ることな、引;翡港管理組合競争

契約 入本と心得第 3条第 ,項の規定に抵触するもので
`く

ない。

ア 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合「
(a)子会社等 (会社法 (平成長了年法律第36号)第 2粂第 3号の 2:こ 規定する子会社等をい う。以 下配じ。)

と親会社等 (爛条第 4号の 2に規定する親会社等をいう。以下要じ。)の 関係にある場合

(b)観会社等を嘉じくする子会社等珂士の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれかここ該当する■者の場合。ただし、 (a)|こついては、会社等〔会社法施行規民と(平成13年法務

省令第12号 )第 2条第 3或第 2号 に規定する会社等をいう。以 下,lJじっ)の 方ヽが民事再生法 (平成11年

法律第225号)第 握条第 4号に規定する祥生手続が存統中の会社等叉は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律第154号^)第 2条第 7攻に規定する更生会社をいう6)である場合を除くG

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規員む第 2条第 3項第 3号に規定する投員のうち、次に掲tず る者を
いうc以 下同じゥ)が、他方の会社等の役員を凱 tこ栄れている場合

1,株式会社の取締役cただし、次とこ掲げる者を除く。

③会社法第2条第こと号の2:こ規定する監齋等委員会設識会社における監容等姿員である駁締役

②会社法第 2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号^tこ規芝する社外取締役

Q会社法第348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 t_´ ないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する持ノィ.委員会等設置会社のり呼子役

3)会社法第575条第 1項
'こ

規落する持分会社 (合嘉会社、合資会社又は合 I司会社をいう。)の社員

(同法第390条第二項とこ規定する定款に別段の定玲がある場合に(kり 業務を執行 と′′ないこととされ

ている社員を除くじ)

4)組合の選事

5)そ の他業務を執行する者であつて、 1)から4)iでに揚 iず る者に準ずる章

(も,一方の会社等の投員が、他方の会社等の民事再生法壽6こ条第21頁 又は会社更生法第6=条第 1項の規定|こ

より選任され,た管財人 (以 下革tこ管財人というっ)を現とこ兼ねている場合

(c)1方 の会社等の管財人が、他方の会社等の管財入を現に兼ねている場合

ウ その他の人札の道二さが隠常さを1,る と認められ,る 場合

組合 (共 Hl企業体を含む。)と その構成員が同一め入札に参加 し
‐
ている場合その他 に記ア叉はイとi司 視

と/う る資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(9み 地 域 要 件
】L朝 ‖f、 浦添 lf、 糸油けf、 豊見城市、繭城事、前凪原臣丁、プ(重狼置

,‐、与】卜原町、と止野湾

市、四原 lT内 に本店があることc

対  象  期  間
白 平成E5年 4月 1日 左記の刃]問 内に下記の対象業務を請負い、完成。引渡 しが

完 rと/た業務英紙を有することG至  令不H6年 3月 13日

対 象 同 種 業 務 目・県 f市町村・ 自治体で構成 さ津1,た組合等が発注とた士本一式II事の現場技術業務

(1につタ
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(11)

肥
置
予
定

技
術
者

備
サ _

4フ

次の (ア)(イ )を満たす管理技術者を躍置すること。

(r)下記に揚 :す るいずれかの資格を有すること。

④技術士 (総合技術後理訂∫「Ч:建設稗とF耳 科口)又は (e設部F堰 )

③一叔土木施■管理装上
③RCCM又 はRCCMと 同等ぃ能力を持する者 (技術士封

`門

と珂様の建設蒋
`粥

に限る)

①葵注者が l上記①～①と画等である溢認めた者
(イ )(10)に揚げる業務実績を1件以上有していること

次の (ア )(イ )を満たす担当技術者を聾こ置することゥ
(ア)下記に揚げるいずれかの資格を有することぃ

③技行士 (総合技術性輝部Fl:建設書iF与朴口)又は (建設科
`Fりの一級圭本施工管Jfll技上

③RCCM又 はRCCMと 同等の能力を有する青 (技術■部F弓 :f雨様のこ設都ド月に限る)

③発注者が litte～③を同等でた)る と認めた者
(イ )(10)に 1易 げろ業務実績を1鉾以上冶と/て いること

(lE) 取 抜 け 案 件
以下の業務を藩札 した者は、本業務の落札者 となること|ま できない.

・該当無 し

8 設計図書等 fブジ雌粘fミ 質 Fttζ 及び理答

4 資格確認 申請普等の提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 曲 令下H6年3月 5爵 (大〉 至 令和6年 3月 18口  r月 )

理  布  方  法 粥卜朝港管)α 組合ホーム/く―デたて墜垂ごするc(htip岳 イメnaha,ori,jpメ )

配 布 場 所 ・

聞 い 合 せ 先

労h琳 耐f通常町 E春 1号^3賠
那軍港管ナr41ttH合  総務部 総務報 斃務4
電話 09息―息S8-2578

質 湖 。同 容 鞘 閣 等

(1)入礼 `契 相 手

続 に 関す る こ と

郵覇市通堂町 2番 1号  3階
那義送管理組合 総務引

` 
総務諜 財務班

属三高番  098-868-a578      1rAX  098-868-全 6a9

(2)上 記 (1)以 外

に 関
~す

る こ と

部薪市通士町 2香 1サ  2階
那覇港舌理組合 企画建設部 計画建設課

電話  0'恩-868-9336

提 出 期 闘
白 令稗6年 3月 心田 (火 )  ～  至 令和6年 3月 14日  (本 )

上記期間の上 日及び祝 日を除く毎 日、 9時から17時まで.

提 出 場 所 li記 (1'に 関 じ争

提 出 方 法 竜送 (1■X叉 はメール (chi touma2023ぬ allaport jp))又は村参

同 答 方 法
那覇港管理組合ホームベージ (httpst/1nahapo■ t,Sp/)及 び 上記 (1)に

おいて、以 ドの碁蘭、斑覧ここ携するど

回 答 期 Fttl

凶答 日から  令下B6年3月 2と 脂 〔本〉 まで

上記期関の上 磨及び机 日を除く毎 療、 9時かふ17時まで.

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参力輝希望者は、次の書類を薪眼内に提出することf。

な秦、期限までに提出がない場合、本競争に参加することができない.

提 出 書 類
e‐殿競争人札参朝資格確認申諦書 (第 3号^様式〕
②返信用封衡 (入札結果通知用 (84円 切手貼付))

提 出 期 間
白 令和6年 3月 5口 (火 ) T令 下H6年 3月 13日  観 )

と証理剥の土 日及び祝 日を除く毎 日、 9時から生6時までc

提 出 場 所

】
`璃

市逓士Ⅲ「 2器 1岩・ 3階

那覇港管理糸H合 総務部 総務報 財務班

電話 098-863-2573

提 出 方 法 持参又t求郵送 (一段書留もしくは商易書留)

提  出 引; 数 k ttБ
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る 入札手続 き等

入  札  鞘  日  等

入 ホと ,チザ  法
本業務は、紙人札により実施するご
入札書等は、あらか じめ指定する日に西こ進されるtkう に (「 l弩己進 癬指

定鄭便」)、 「 ‐般書冒ど又 iま
「綸易書留」のいず葦R,かの方法により郵

送すること。持参や著過郵榎等で提出された場合、無助とする。

提  出 書  類
①入札壽

③業務費ぬ訳幕
固こ 1望 指 定 日

( ン入 |し  層 〕
令和6年3月 £:郵  (本 )

宛 先

〒900-003る   那覇市遥生町 2香 1号

界覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話番号 09争 86緋空378

入 札 書 に 記 載
す  る 金  額

落札決定起あたっては、人札書に譴載 された金額に当該金額のユ00分の

と0に相当する額をカロ算 した金鎮 (当 該企類に1円 未満の端数があるとき

tま 、その端数全額を切 り捨てた金額)を もつて暮札価格とするので、入

本と者燃、消費税及び地方消費税 t二係 る報税事業者であるか曳税事業者で

あるかと開わず、見積 もつた契約希望金額の■0分の100に オヽ目当する金板

を入札書に記載すること。

入 本とに 関 9~る

注  意  事  項

ア 入|と書の くじの数学 (任意の数宇 3桁)は、同額 くじ抽選が発生 し

た場合 ,こ使用するため、必ず祀入すること。

イ ll雄指定 解以外の 瞬:こ屋いた入札普及び業務 アヽl訳書 |オ、受麒 t_′ な

とヽ。

ウ 入札書の 旧付は、開
=と

輝を記入す ること.

業 務 費 内 訳 書
の  提  出

ア 第 1厨 日の人札に際 し、入本と書に記載さぷ′る入札金額に対応 とンた業務

費内訳書 (様式 白曲)を羅出することc

イ 業務費内訳帯にtま 、作成年月 日、項 雲＼員数、平枢及び金額をり〕ら,

かにし、商号又はネ称並びに住 lJ'を 記載すること.

夕 業務費内訳書には、代表帝印を押騨することc

工 管理者 (こ れ らの者の補助者を含む。)ユ
=、

提出された業務費内訳

書について説夢Jを求め /。 ことがある。

人 小と の 無 載
本公告 :こ 示 と/た脱争参方に資格のない者のとンた人札、資格確認 lll諦 書等にこ偽の記載を t/た

者の と_ィ た入札及び入札 tこ 関する条件 :二違反 t´ た入札イ攻、無助とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請書の提離1後 、都合により入札を辞退する場合は、関札 翔時までに入礼辞退屈

を提出することc

また、碁札決定までの間に他の業務を落札 t_´ たことにより西と置予定技術者を本業務 tこ配置

することfが できなくなったときは、直ちここ報告することど当該線告がなく、本人札の手続き

が必札決定まで至ぅた場合、指名停 土措置要領に基づく帝名停 上を行 うことがある。

メ ‐
の 他

ア 幕札侯輔者がいない場合は開札後直ちに再麦 入札を行 うので、再度 入札にも参勾Hす る

場合は、開札時点から立ち会 うこと。初度の開札等に立ち会わない参力口者態キ度入

札を鮮迷 したものとみなし、再度人札 r、の参力博を認めないど

イ 代逃人が入札する場合は、人札を行 う際に参任示及び 自己
"尊

鑑を対参すること。

夕 姿任状にtま 、業務名を記 入することっ
工 喜衰入本と参カロ者又はキ度入札参加者の代理入!す 、当該入札に対する他の再度入札参

射者の代理をすることはできない。
オ 喜度入

=と

は、 1郵のみとする。

開   =し    1要 呵 令下H6年弔月22日    (`占 )   :4:00 /人札書の 日付

開   札   場 所
|

那覇港管理熱合 2階大会議宝

※入札者 :ま 、開本とに立ち会 うことができる (再人 と́に参革する場合ti、 開札時点から

立ち会 うこと)c

6  Fァ量本L
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7 資フ路確認資料の提出と競争参力目資格 (ア)審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、藩本と者の決定を保留し、予定価格の範囲内です助な飛低の価格をもつて入札を

令∫つた者 (以 下「落札候補者」という。)から

“

歯に競争参力畑査格の審4を行うじ落札候補才i

は、期限までに資格確認中請普等を提出 t/な い場合、競争参カロ資格がないものとするc

なお、暮札侯熱者は と位から順に3帝 (上位の帝と同額の帝が複数いる場合:ま この眼りで

はない。)を決定し資格雑誌資料を求めるが、i画格者が確認できた時サ点で、次順位以降の者
の競争参赤査碁の審4は行わないもy)と する゛

逓     知     日 令和6年 3月 盟 日 (金)17:00 まで (予定)t二 対象業者あて通無する。

提 出 期 限 令不要6年 3月 26日  t火)13:00 まで

提 出 書 類

①霊韓T'定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (株式2)

⑥資格確認巾諦書 (鈴 3,ブ 様式〕王)資格確認の各要Hに記載l′え必要書類

提  出 都 数 1郭

提 出 方 法 煉貝1、 持参

提   出   先

〒900-0035  ガ膵絣 l∫ 通常町 2'番 1サ

郭覇港管ナ転il細 合 総務部 総務課 財務班

電話番 号‐ 09併368-2578

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参力翔崎格の確認は、謝札後、申議書等の提出期限の 日をく)つ て行 うものこfし 、その結

果とま以下の 日までに書面により通飾する.

令和6年 3月 87用 (水 )(予定】

なお、落札償補者について競争参労r資格が確認さ浄′適格若であることが確認できた場合

ユよ、暮札者決定通欠「をもつて資格確認常異の通舞に代丈るものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札捜補者が競争参力博合格を満たしていると確認 した場合は、当該落札

候補者を落札者 をする。また、その経果は、全入
=と

参舟口者に追矢〒する.

競争参加査格がないと認め

られた者が控
`ア

)理由に対 し

‐ アヽ 賊 が あ る 場 合

汎争参革安格がないと認めらぷ′た者 :ま 、管理者に対 とンて競争参球資格がないと認めらぷ′た

窪詢について説明を求めることができる。

管理者は説夢とを求め tⅢ れたときは、音情を申し立
―
ご薪眼の翌 日かふ起算 して 5口 以内 (体

日を除く)に説明を求めた者に対 し、書面によりШ答する.

提 出 期 限
競争参力無資格確認結搬の通却を行つた日の翌日から題算とンで5日 以内

(休 日を除く)と ‐
0‐ る。

提   出   先 ガヽ璃込管理組今 総務引; 総務諜 財務班

提 出 方 法
吾面 (様式 内詢)を持参することの郎送又 tま監送 (メ ールやFAX)に よ

るもの難受Ⅲ

'付

けない。

本 フア、 札 に 係

資 料  の 取 扱

る

予ヽ

ア 査格確認申講幕等の作成kび提出に係る費差は、提出者lノ 〉負担とする。
イ 契約11ツ1者は、撮出された資′=た確認申請普等について、競争参加資格の確認以外に

提出をに無断で使産とンない。
ウ 提出さオ1,た 資格確認申請書等ユ■、返却 とない。
工 提出期限内に限り、査格確認申議書等の修正、差与誉え、連加、再提出を謡ある。
オ 握十f井i限 を過ぎた場合ミ資′T各確認申請書等は受け付 tす ない。
力 資格確認坤講帯等の受翼後、書類Fl本 を審査とン、書項の記載漏浄′や添付鵜驚R,等が

あつた場合は競争参理資第無 士́ンとなり、落札者となること厳できない。
キ 査格確認申請書等に達為の記載をした場合、指名停止帯社要領とこ基づく指名停止

をマ〒うことがあるっ
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3 入札保証金及び架約保証金

令和6年a夷 19日 (大),7100 魂で

〒9CO-O035  那覇市通盤町霧番 1号

郎覇港管理組今 総務部 総務課 財務班

電話番号 008・髄群2578

ア 「入本と保説金納付書発イ,依頼書1を持参すること
|※要事前連絡             、

イ 組合が発行する納入通知書ほより金融機関ぐ揉証金を
納付と、領収書 (与 ).を .上主記期ll長までに提出するこ
と。

持参叉は郵送 (配逮が鵞認できる方法にてき付するこ
と〕

脚本し爛か心2か月とするも

受入障時 .驚八方法等の翻終があるので、事前に―と記報璃課まで連絡
することゃ

免除 (那覇港管理組合契約規則第4条第と筑第9号による)
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溶札決定後、テクサネ等に試り稿己置予定技術者の実績に関する速反の事実等が確認された

場合、契約を結ばないことがある。
なお、病気・死亡・退軒畿卜等θ)場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、資格確認

申講書等の差替えは認められない。
病気等の待別な理由によりや警を得ず西己置予定技術者を変更する場合は、2に掲げる基準

を満たし、かつ当初の配麟予空技術驚と同等以上の著を配繊と́なければならない。

契約金額の3◇%以内

適用あり
※那覇港管理組合契約規測第41条の規定回数の範囲内

本業務に係る契約は、落本と者の決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管熙章が特に指示

したときはこのll艮 りでヤまない。

本業務の契約締結後、本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する業務
をぶ業務受注者と饉意契約する場合、変更協議Xは関連する業務の予定価格の擦定は、本業
務の諦負比率 (当初契約額■当率刀設計額)を変更業務価格または蘭逆業務の設計額に乗じた
額で行う。                 …

人札参力‖者は、郎覇途管理組合競争人礼心得、注本設計業務等委話契約壽及び仕様書を熱

読し、これを遵守すること争
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